
○守谷市学校給食費取扱要綱 

昭和60年8月28日

教育委員会規程第1号

(趣旨) 

第1条 この告示は，学校給食費の取扱いに関し，必要な事項を定めるものとする。 

(学校給食費) 

第2条 学校給食費(以下「給食費」という。)の額は，次のとおりとする。 

2 給食費1食当たりの単価は，前項に定める月額に11を乗じ，当該年度の運営予定日数で除して得た額とする。 

(納入義務者) 

第3条 給食費の納入義務者は，児童，生徒の保護者及び給食を受ける職員とする。 

(給食受給人員の報告) 

第4条 小・中学校長は，毎月初日における給食を受給する児童，生徒及び教職員の数について，月別給食実施人

員報告書(様式第1号)を作成し，当該月の前月25日までに教育長に報告するものとする。 

2 小・中学校長は，給食受給者に異動が生じる場合は，給食受給者異動報告書(様式第2号)により速やかに教育長

に報告する。 

(給食費の減額) 

第5条 小・中学校長は，長期にわたる欠席により給食の配給を辞退したときは，前条第2項により報告し，次によ

り給食費を減額することができる。 

(1) 当月における給食が1食から9食までの場合は，第2条第2項に基づき食数に1食代金を乗じた額とし，10食以

上は，1箇月の給食費とする。 

(2) 転入，転出児童，生徒の当月の給食費取扱いは，前号と同様に取り扱うものとする。 

(3) 給食費の減額については，当月において調整する。 

2 小・中学校長は，児童，生徒が体質改善等により継続して3箇月以上牛乳の飲用を止められ，月を通じて牛乳を

飲用しなかったときは，当月の給食費の一部を減額することができる。この減額する額は，当該年度の牛乳の契

約単価に当該年度の運営予定日数を乗じて得た額を11で除した額とする。ただし，この額に10円未満の端数が生

じたときは，切り捨てるものとする。 

3 小・中学校長は，前項の規定により給食費を減額するときは，給食費(牛乳代)減額者届(様式第6号)を速やかに

教育長に提出するものとする。 

4 小・中学校長は，学校行事のため給食の配給を辞退するときは，学校行事報告書(様式第3号)を教育長に提出す

る。ただし，この場合は，給食費減額の対象とならない。 

(学校給食費納入確約書) 

第6条 教育長は，次に掲げる場合には，児童，生徒の保護者に対して学校給食費納入確約書(様式第7号。以下

「納入確約書」という。)の提出を求めるものとする。 

(1) 児童，生徒が小・中学校に入学するとき。 

(2) 給食を希望していなかった者が，給食を受けようとするとき。 

(3) 納入確約書に記載された児童，生徒の保護者に変更があったとき。 

2 小・中学校長は，在学期間中の児童，生徒の納入確約書を管理するものとする。 

3 小・中学校長は，児童，生徒が卒業する場合又は市外の学校に転校する場合において，給食費の滞納がないと

きは，納入確約書を当該保護者に返却するものとする。 

4 小・中学校長は，児童，生徒が市内の小・中学校へ転校した場合は，当該学校長に納入確約書を送付するもの

とする。 

(給食費の調定等) 

第7条 教育長は，第4条第1項及び第2項の報告に基づき調定決議書・通知書(様式第4号)を作成し，会計管理者に

送付しなければならない。 

(給食費の徴収) 

第8条 給食費の徴収事務は，すべて小・中学校長に委任する。 

(給食費の納入) 

第9条 小・中学校長は，前条により徴収した給食費を翌月5日までに会計管理者に納入するとともに給食代金納入

明細書(様式第5号)を教育長に送付するものとする。 

(補則) 

第10条 この告示に定めるもののほか，必要な事項については，教育長が別に定める。 

区分 月額 

小学校の児童 4,207円 

中学校の生徒 4,536円 

小・中学校及び給食センターの職員 4,536円 
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附 則 

この規程は，昭和60年9月1日から施行する。 

附 則(昭和62年4月27日教委規程第1号) 

この規程は，公布の日から施行する。 

附 則(平成元年3月23日教委規程第1号) 

この規程は，平成元年4月1日から施行する。 

附 則(平成元年3月31日教委規程第2号) 

この規程は，平成元年4月1日から施行する。 

附 則(平成5年1月7日教委規程第1号) 

この規程は，平成5年4月1日から施行する。 

附 則(平成9年3月5日教委規程第1号) 

この規程は，平成9年4月1日から施行する。 

附 則(平成13年3月7日教委告示第2号) 

この告示は，平成13年4月1日から施行する。 

附 則(平成13年5月25日教委告示第7号) 

この告示は，公示の日から施行する。 

附 則(平成19年3月28日教委規程第1号) 

(施行期日) 

この規程は，平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年12月18日教委告示第2号) 

この告示は，平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年3月26日教委告示第2号) 

この告示は，平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年6月7日教委告示第6号) 

この告示は，平成24年6月7日から施行する。 

附 則(平成26年2月3日教委告示第1号) 

この告示は，平成26年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年8月5日教委告示第2号) 

この告示は，公示の日から施行する。 

様式第1号(第4条関係) 
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様式第2号(第4条関係) 
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様式第3号(第5条関係) 
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様式第4号(第7条関係) 
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様式第5号(第9条関係) 
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様式第6号(第5条関係) 
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様式第7号(第6条関係) 

Page 8 of 9守谷市学校給食費取扱要綱

2019/09/04http://srb25.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/JobunPrint?outputid=1567558393071&memo...

LGCL7045
スタンプ

LGCL7045
スタンプ

LGCL7045
スタンプ



 

Page 9 of 9守谷市学校給食費取扱要綱

2019/09/04http://srb25.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/JobunPrint?outputid=1567558393071&memo...

LGCL7045
スタンプ

LGCL7045
スタンプ


